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優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所） 

 

第２章 地球温暖化対策推進状況評価書等の作成方法 

 

１ 評価書・調書の作成上の留意点 

 

(１) 評価の対象範囲について 

評価の対象範囲は、事業所内の予備機を含む全ての設備であるが、次のアからエま

でに該当する場合については、それぞれアからエまでに規定した取扱いとする。 

 

ア 基準排出量の計算において除外された小規模原単位排出源の取扱いについて 

基準排出量の計算において除外された小規模原単位排出源は、評価対象外とする。 

 

イ 建物を複数持つ場合の評価対象について 

原則として、事業所全体を評価対象とするが、認定申請事業所の棟数が５棟以上で、

かつ延床面積の合計が 10 万㎡以上の場合は、延床面積が 2,000 ㎡未満の建物（変電所

やエネルギーセンターなどのエネルギー供給施設を除く。）に限り、当該事業所全体の

エネルギー消費量の 20％未満の範囲内で、評価対象から除外することができる。 

 

ウ 小型機器の取扱いについて 

単相電源のルームエアコン及びファンは、評価対象から除外することができる。 

 

エ 防災設備等について 

通常時使用していない非常用発電設備及び防災設備は、評価対象外とする。 

 

オ テナント部分の評価対象について 

原則として、事業所内のテナント所有分の設備も評価対象に含めるものとする。 

ただし、主たる用途が事務所又はテナントビルの場合は、100 ㎡未満の店舗テナン

トに限り、その合計が 2,000 ㎡未満の範囲内で、評価対象から除外することができる。

（除外する店舗を評価項目ごとに変更することはできない。） 

次の(ア)から(オ)までの設備（設備の分類は調書における分類による。）については、

それぞれ(ア)から(オ)までに規定した取扱いとする。 

なお、事務所テナント所有分、店舗テナント所有分とは、次のものとする。 

事務所テナント所有分とは、標準工事で空調設備を実装している場合において、認

定基準 別表第７で規定する事務所に該当する用途の専用の設備でテナントが所有し

ているものをいう。 

店舗テナント所有分とは、認定基準別表第７で規定する商業施設（物販）及び商業

施設（飲食）に該当する用途の専用の設備でテナントが所有しているものをいう。 
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優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所） 

 

(ア) 熱源機器、冷却塔、空調用ポンプ、空調機、パッケージ形空調機、ファンコイル

ユニット及びファン 

事務所テナント所有分は、評価の対象に含めなくてもよい。ただし、100 ㎡以上の

サーバー室等の情報通信施設に設置されたもの及び社員食堂等に利用されているもの

は、評価の対象に含めるものとする。 

 

(イ) 衛生器具 

事務所テナント所有分及び店舗テナント所有分は、評価の対象に含めなくてもよい。 

 

(ウ) オフィス機器 

テナント、ビル管理者、清掃会社又は工事会社の使用分は評価の対象に含めない。

ただし、テナントが建築主又は総量削減義務の対象者となっている場合は、評価の対

象に含める。 

 

(エ) 自動販売機 

テナントの設置分は、評価の対象に含めなくてもよい。 

 

(オ) 冷凍・冷蔵設備 

事務所テナント所有分及び小規模な店舗テナント所有分（バックヤードを含んだ店

舗面積が 500 ㎡未満の店舗の専用の設備でテナントが所有しているもの）は、評価の

対象に含めなくてもよい。 

 

(２) 保守に関する評価項目に係る留意点 

保守に関する評価項目は、適切な頻度で実施されていることを評価するが、その頻

度については、ア又はイに規定した取扱いとする。 

 

ア 保守の実績がある場合 

保守の実績がある場合にあっては、申請の前年度末日（以下（１）において「末日」

という。）以前のうち末日に最も近い保守の実施日と末日の間隔と、末日において自己

評価を行う事業所で定められている保守の実施予定の間隔（以下「保守予定間隔」と

いう。）とのうち、長い方の間隔により求められる保守の実施頻度とする。 

 

イ 保守の実績がない場合 

保守の実績がない場合にあっては、末日と事業所の竣工日の間隔と保守予定間隔と

のうち、長い方の間隔により求められる保守の実施頻度とする。ただし、保守予定間

隔がない場合にあっては、保守の実施頻度は実施無しとする。 
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優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所） 

 

 

Ⅱ.建物及び設備性能に関する事項  ３．設備・制御系の省エネルギー性能  a．熱源・熱搬送設備 

評価分類 No. 評価項目 

◎(○) ３a.１ 高効率熱源機器※1 の導入 

緩和措置 全ての熱源機器の設置年度が 1995 年度から 2012 年度までの場合は一般項目とする。 

評価内容 

高効率熱源機器が、全ての熱源機器（地域冷暖房受入を含む。）に対して、どの程度導入されているか。 

取組状況の程度・取組状況の評価点 

取組状況 熱源機種ごとの定格 COP 又はボイラー効率と年間熱製造量実績 

評価点 認定基準 別表第２の式２又は式３による。 

取組状況の程度の選択又は記入に係る判断基準 根拠 調書 その１ 熱源機器 

□（１） 熱源機器がある場合は、調書 熱源機器（第２号様式その１）Ⅱ3a.1 の該当する欄に、定格エネルギー消費

量、年間熱製造量実績の数値を記入し、エネルギー種別を選択すると、定格ＣＯＰ又はボイラ効率、評価点

が自動計算される。 

□（２） 定格エネルギー消費量は、定格冷凍能力又は定格加熱能力時のエネルギー消費量とし、熱源機種によっ

て次のアからカまでの値とする。 

ア 電動系熱源機器は、定格消費電力（入力値）とする。ただし、定格消費電力が不明な場合（メーカー回答

書で不明なことが確認できる場合に限る。）のみ主電動機出力としてもよい。なお、定格消費電力（入力

値）と主電動機出力は間違えやすいため、主電動機出力になっていないことを必ず確認する。 

イ 燃焼系熱源機器は、定格燃料消費量を高位発熱量換算した値とする。都市ガスの発熱量は年度によっ

て異なるため、機器仕様書の発熱量で換算した値であることを必ず確認する。 

ウ 蒸気吸収冷凍機は、定格時の蒸気量を蒸気圧力と還水温度から熱量換算した値とする。 

エ 熱回収ヒートポンプユニット及び熱回収ターボ冷凍機は、冷熱源及び温熱源共に、熱回収運転時の冷凍

能力及び加熱能力の合計値に対する消費電力とする。 

オ 排熱投入型直焚吸収冷温水機は、排熱投入無しの時の値とする。 

カ 蒸気ボイラーにエコノマイザー又はエアヒーターを追加設置している場合は、蒸気ボイラーの定格エネル

ギー消費量からその交換熱量を引いた数値としてもよい。 

□（３） 年間熱製造量実績は、熱源機種ごとの前年度の熱製造量の実績値とし、同一機種が複数台ある場合は、そ

の合計値とする。ただし、全ての熱源機器ごとの年間熱製造量実績が把握できていない場合は、年間熱製

造量実績の欄は空欄のままとする。 

□（４） 定格エネルギー消費量及び年間熱製造量実績は、単位が指定されているため、別表第２ 単位換算表を用

いて指定の単位に換算する。 

□（５） 地域冷暖房を受入れている場合は、熱源容量の欄に記入する数値は、冷水契約容量、蒸気契約容量、温

水契約容量又は冷水受入熱交換器、温水受入熱交換器の交換熱量を記入する。 

□（６） 熱交換器又は放熱ポンプを記入する場合は、設置年度、年間熱製造量実績の欄は空欄とする。 

※１：高効率熱源機器とは、認定基準 別表第２の表 3.3 から表 3.8（次表）の水準の欄の定格 COP 又はボイラー効率以上の性

能を有するものとする。ただし、次表には、設置年度及び認定申請年度による緩和措置は表示していないため、緩和措

置の対象に該当する場合は、認定基準 別表第２を参照する。 
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優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所） 

 

 

Ⅱ.建物及び設備性能に関する事項  ３．設備・制御系の省エネルギー性能  b．空調・換気設備 

評価分類 No. 評価項目 

+ ３ｂ．３０ 高効率厨房換気システムの導入 

評価内容 

高効率厨房換気システム（置換換気、給排気形フード又はガス消費量連動制御）が、全厨房箇所数に対して、どの

程度の割合で導入されているか。 

取組状況の程度・取組状況の評価点 

取組状況 
50%以上 

に採用 

20%以上 50% 

未満に採用 
20%未満に採用

又は採用無し 
   

 

評価点 １ ０．５ ０    

取組状況の程度の選択又は記入に係る判断基準 

□（１） 厨房に高効率厨房換気システムが導入され、次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、全厨房箇所

数に対する割合を選択する。ただし、テナント設置分は除いてもよい。 

ア 床面付近又は壁伝いに給気して温度成層を形成し、天井全体で排気を捕集する置換換気システムが導

入されている。 

イ 厨房機器からの排気を局所的に捕集するとともに、空調機等により処理された外気と未処理の外気を同時

に吹出す給排気形フードが導入されている。 

ウ 厨房全体の換気量やフードごとの風量をガス消費量に合わせて制御することで、INV 制御による給排気フ

ァン動力又は外気処理空調機の処理熱量の削減が可能なガス消費量連動制御が導入されている。 

 

検証チェック項目 根拠書類等 

□厨房に高効率厨房換気システムが導入され、判断基準及び根拠書類と整合

しているか。 

□全厨房箇所数に対する割合を、根拠書類で確認できるか。 

□評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。 

 

 

□竣工図 

□機器完成図 

□システム図 

□その他（               ） 

評価項目の概要と特徴 

（１） 厨房機器により発生した熱気を置換換気方式により、空調機からの給気と混合させないで排気することで、換

気量を削減できるため、空調エネルギーと換気エネルギーの低減が可能となり CO2 削減につながる。 

（２） 給排気フードを用いて未処理外気を利用することで、空調エネルギーの低減が可能となり CO2 削減につな

がる。 

 

 

 

 

 

 

 
 ［出典］「株式会社 HALTON」 

厨房用給排気型フード設置例とイメージ  厨房の置換換気システム 
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優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所） 

 

 

Ⅱ.建物及び設備性能に関する事項  ３．設備・制御系の省エネルギー性能  f．その他 

評価分類 No. 評価項目 

＋ ３ｆ．５ 高効率ブロワ・その他設備に係る高効率ポンプの導入 

評価内容 

高効率ブロワ又はその他設備に係る高効率ポンプが導入されているか。 

取組状況の程度・取組状況の評価点 

Σ（Ｐ１×Ｋ１＋・・・＋Ｐ３×Ｋ３）  ※ただし、最高１点とする。 

永久磁石(IPM)モータ 係数 Ｋ１ 

取組状況 採用 採用無し     
１ 

点数 Ｐ１ １ ０     

プレミアム効率（IE3）モータ 係数 Ｋ２ 

取組状況 採用 採用無し     
０．９ 

点数 Ｐ２ １ ０     

高効率（IE2）モータ 係数 Ｋ３ 

取組状況 採用 採用無し     
０．８ 

点数 Ｐ３ １ ０     

取組状況の程度の選択又は記入に係る判断基準 

□（１） ブロワ※１又はその他設備に係るポンプ※２に、永久磁石（ＩＰＭ）モータ※３、プレミアム効率（IE3）モータ※４又は

高効率（IE2）モータ※４のいずれかが導入され、ブロワ及びその他設備に係るポンプ総電動機出力に対する

割合が 50%以上の場合は、「採用」を選択する。 

 

※１：ブロワとは、空気に圧力を与えて送り出す送風機のうち圧縮比 1.1～2 程度、吐出圧力が 10～100kPa（0.1～1.0kgf/c ㎡）

の範囲のものとする。 

※２：その他設備に係るポンプとは、空調用、空調冷却水、給水用以外のポンプで、水族館の飼育設備、浴槽や池等のろ過循

環ポンプなど稼働時間が長いものに限る。 

※３：永久磁石（ＩＰＭ）モータとは、回転子に永久磁石を内蔵したもので、専用インバータと組み合わせて用いる。 

※４：国際規格 IEC60034-30 及び JIS C 4034-30 で規定されている効率クラスを満たすモータで、IE3 クラスを満たすものをプレ

ミアム効率（IE3）モータ、IE2 クラスを満たすものが高効率（IE2）モータとする。 

 

検証チェック項目 根拠書類等 

□高効率ブロワ・その他設備に係るポンプの取組状況が、判断基準及び根拠

書類と整合しているか。 

□稼動時間の短いものが評価対象に含まれていないか。 

□同一機器のモータの評価が重複していないか。 

 

 

□設備台帳 

□機器完成図 

□竣工図 

□メーカー回答書（押印書類） 

□その他（               ） 

 

評価項目の概要と特徴 

（１） ブロワは、電動機の高効率化と省エネ制御を組み合わせることで、ブロワの消費電力の削減が可能となり CO2

削減につながる。 

（２） その他設備に係るポンプに永久磁石（IPM）モータ又はＪＩＳ高効率モータを導入することで、ポンプの消費電

力の低減が可能となり CO2 削減につながる。 
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第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所））その８

地球温暖化対策推進に係る評価項目と取組状況（第一区分事業所）

Ⅰ．一般管理事項 ※ 枠外の◎印は必須項目、○印は一般項目、＋印は加点項目を示す。

1. CO2削減推進体制の整備 　　加点項目は採用又は実施している場合のみ記入する。

No. 評価点

1.1

1.2

2. 図面、管理標準等の整備
No. 評価点

2.1

2.2

2.3

2.4

3. 主要設備等に関する計測・計量及び記録
No. 評価点

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4. エネルギー消費量・CO2排出量の管理
No. 評価点

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5. 保守・点検の管理
No. 評価点

5.1

（日本工業規格Ａ列４番）

エネルギー消費先別の使用量把握に必要な計
測・計量設備の導入

系統別の使用量把握に必要な計測・計量設備の
導入

エネルギー供給設備の分析に必要な計測・計量
設備の導入

代表階又は代表エリアの使用量把握に必要な計
測・計量設備の導入

利用者への環境・エネルギー情報提供システム
の導入

新築、増築又は改修時の竣工後、標準使用状態になった段階から１年以上に渡って、運
用段階のコミッショニング（性能検証）が実施されているか。

管理標準等の整備

エネルギー供給設備（熱源・熱搬送設備及びコージェネレーション設備）の運転に関し
て、BEMS等のデータの運転解析により、需要パターンに応じた機器の選択と稼働率の
選定等、運用実態に即した運転計画と運転効率の検証が、どの程度の頻度で実施され
ているか。

コミッショニング（性能検証）の実施

改善策の立案・実施及び効果検証の実施

評価項目

電力量

エネルギー消費特性の把握、エネルギー消費原
単位の算出及び管理

CO2削減対策の啓発活動の実施

電力負荷状況・発電状況等の把握に必要な計
測・計量設備の導入

CO2排出量の管理

省エネルギー計画書の整備

評価項目

建物用途・棟・方位・高さ等により使用エリアを系統に分割し、その系統別の電力量・熱
量を含む使用量の把握に必要な計測・計量設備が、電力量は動力盤及び分電盤総面
数、熱量は全ポンプ系統数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

CO2削減目標の設定、CO2削減対策計画の立案
及び実績の集約・評価の実施

ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）等
の導入

ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）化へのロードマップ
の策定と実行

評価内容 取組状況の程度

統括管理者が出席するCO2削減推進会議

BEMS等のデータの活用により問題点を抽出し、優先的に改善すべき課題の決定、具体
的な対策・計画及びチューニングなどの改善策の立案と実施、その効果の検証がどの程
度実施されているか。

エネルギー供給設備の運転解析の実施

CO2削減推進会議等が設置され、どの程度の頻度で実施されているか。

竣工図、機器完成図及び改修履歴がわかる書類が、どの程度整備されているか。

PDCA管理サイクル（計画・実施・確認・処置）の実施体制がどの程度整備されているか。

特定テナント連絡会議（特定テナントがある場合に限る。）

エネルギー使用機器の管理のために、電子データ化された設備台帳等が、どの程度整
備されているか。

テナント説明会（テナントがある場合に限る。）

取組状況の程度

電力負荷状況、発電状況並びに各変圧器の需要率、負荷率及び不等率の把握に必要
な計測・計量設備が、一次側の電圧が400V以上の変圧器全台数に対して、どの程度の
割合で導入されているか。

評価内容

取組状況の程度評価内容評価項目

CO2削減推進会議等の設置及び開催

図面・改修履歴等の整備

評価項目

PDCA管理サイクルの実施体制の整備

設備台帳等の整備

代表階又は代表エリアの電力量・熱量・温度の把握に必要な計測・計量設備が、基準階
数又は対象エリア面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。

評価内容

熱源システム効率等、エネルギー供給設備の分析に必要な電力量・燃料消費量・熱量・
流量・温度・補給水量等の把握に必要な計測・計量設備が、どの程度細かく導入されて
いるか。

2019年度までのCO2排出量削減に向けた目標を設定し、CO2削減対策項目ごとの具体
的な計画の立案及び実績の集約・評価がどの程度実施されているか。

建物全体のCO2排出量及び原単位の管理がどの程度の頻度で実施されているか。

BEMS等のデータを活用し、電力及び熱のピーク負荷の数値化等によるエネルギー消費
の特性、建物全体のエネルギー消費原単位算出及び類似の建物との比較により、省エ
ネルギー状況の管理が実施されているか。

空調の使用量に応じた課金体系の導入 主たる用途のテナント空調料金の課金方法に、熱量及び電力量など使用量に応じた課
金体系が導入されているか。

熱源、照明等エネルギー消費先別の電力量・燃料消費量・熱量の把握に必要な計測・計
量設備による一次エネルギー実測値が、事業所全体のエネルギー消費量に対して、ど
の程度の割合になっているか。

ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）等が導入され、かつどの程度の機能（基本
BEMS：ﾃﾞｰﾀ採取、タイムプログラム等基本的制御・監視、管理日報・月報・年報、拡張機
能：維持管理、応用的制御及びｴﾈﾙｷﾞｰ消費分析・管理）を有しているか。

管理標準及び運転操作マニュアルが整備されているか。

省エネルギー計画書が整備されているか。

熱量（冷温水・蒸気）

取組状況の程度

空調・照明等の使用時間短縮、事務用機器・パソコン等の省電力化、冷凍冷蔵庫・ブライ
ンド等の効率運用などCO2削減対策に関する啓発活動が実施されているか。

評価項目

保守・点検計画の策定及び実施 燃焼設備及び動力設備の保守・点検計画の策定及び計画に基づいた保守・点検の実施
がどの程度実施されているか。

取組状況の程度評価内容

事業所内での取組の他、オフサイトの再生可能エネルギーソースも含めたZEB化への
ロードマップが策定され、実行されているか。

インターネット等を介して、利用者がいつでも環境・エネルギー情報を見ることができる状
況を提供する見える化のシステムが導入されているか。
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第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所））その９

Ⅱ．建物及び設備性能に関する事項
1. 自然エネルギーの利用 ※ 熱供給施設は、1.3以外を評価対象外とする。

No. 評価点

1.1

1.2

1.3
年間依存率 #REF!

1.4

1.5

2. 建物外皮の省エネルギー性能 ※ 熱供給施設は評価対象外とする。

No. 評価点

2.1

平均削減率

基準値 算定値

平均削減率

基準値 計算値

用途1

用途2

用途3

用途4

用途5

用途6

用途7

用途8

用途9

用途10

年間熱負荷係数 ＰＡＬ*又はＰＡＬが不明な場合 削減率

建築物の主たる用途

2.2

2.3

2.4

2.5

（日本工業規格Ａ列４番）

年間熱負荷係数 ＰＡＬ*

年間を通して安定した地中温度を利用したシステ
ムの導入

自然通風を利用したシステムの導入

再生可能エネルギー・未利用エネルギーシステム
の導入

自然通風を利用したシステムが、主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で導
入されているか。

クールトレンチ、ヒートトレンチその他の年間を通して安定した地中温度の利用のための
措置が導入されているか。

太陽熱を直接利用するパッシブソーラーシステムが導入されているか。

評価項目

再生可能エネルギー又は未利用エネルギーを利用するシステムがどの程度導入されて
いるか。

評価内容

ｴﾈﾙｷﾞｰ利用形態

自然採光を利用したシステムの導入

システム名称

自然採光を利用したシステムが、主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で導
入されているか。

回転扉

太陽熱を利用したシステムの導入

窓面積率(窓面積÷外壁面積)

屋根の断熱性能

壁面緑化又は緑化によるひさしが導入されているか。

取組状況の程度

風除室

屋上緑化が導入されているか。

ガラスの種類

主たる居室のブラインドに日射制御又はスケジュール制御がどの程度導入されている
か

ひさし・外ブラインドの有無

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ遮煙ﾄﾞｱ又はEVﾎｰﾙの空間分節
化

エアカーテン

主たる窓の断熱性能
及び日射遮蔽性能

外部、地下駐車場、地下道等の非空調空間と空調空間の境にある出入口の隙間風対策
が、主たる動線の全出入口数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

ブラインドの有無

PAL*の値[MJ/㎡･年]

主たる建築物に高性能な建物外皮がどの程度導入されているか。高性能な建物外皮の導入

評価項目

建築物の形状（ｱｽﾍﾟｸﾄ比）

屋内周辺空間の床面積

主たる外壁及び屋根
の断熱性能

外壁の断熱性能

コアの配置

※標準階を設定し、
各項目の評価を行う

建築物の平均階高

ﾍﾟﾘﾒｰﾀｼｽﾃﾑの種類

風除室、回転扉等による隙間風対策の導入

屋上緑化の導入

壁面緑化の導入

ブラインドの日射制御及びｽｹｼﾞｭｰﾙ制御の導入

発電容量又は
熱利用容量

評価内容

区分

年間発電量又は
年間省ｴﾈﾙｷﾞｰ量実績

取組状況の程度

削減率
PALの値[MJ/㎡･年]

削減率

建築物の主方位建築物の平面計画
及び立面計画

（2002年6月以前竣
工の場合に限る。）

ペリメータ面積

[㎡]

年間熱負荷係数 ＰＡＬ

建築物の用途
[㎡]

-312-



第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所））その10

3. 設備・制御系の省エネルギー性能 ※ 採用したシステム及び制御手法は、運用上も活用している場合において評価する。

a. 熱源・熱搬送設備
No. 評価点

3a.1

冷熱源

温熱源

種別 設置年度
熱源容量

[kW]

定格
ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量

ｴﾈﾙｷﾞｰ
種別

台数
年間熱製
造量実績
[GJ/年]

定格COP
ﾎﾞｲﾗ効率

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

3a.2

3a.3

3a.4

3a.5

3a.6

3a.7

3a.8

3a.9

3a.10

3a.11

3a.12

3a.13

3a.14

3a.15

3a.16

3a.17

3a.18

発電容量
[kW]

定格
ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量

ｴﾈﾙｷﾞｰ
種別

台数
定格

発電効率

年間燃料
消費量
[GJ/年]

年間
発電量

[MWh/年]

年間排熱
利用量
[GJ/年]

3a.19

3a.20

3a.21

3a.22

3a.23

3a.24

3a.25

3a.26

（日本工業規格Ａ列４番）

空調2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポン
プの導入

高効率冷却塔の導入

空調2次ポンプの末端差圧制御の導入

熱源機器出口設定温度の遠方制御の導入

高効率コージェネレーションの導入

蓄熱量[MJ]

フリークーリングシステムの導入

配管摩擦低減剤（DR剤）が導入されているか。

空調2次ポンプの送水圧力設定制御の導入

潜熱利用搬送システムの導入

冷却水ポンプ変流量制御の導入

蓄熱システムがどの程度導入されているか。

エネルギーの面的利用の導入

蒸気弁・フランジ部の断熱

冷却塔ファンインバータ制御の導入

蓄熱システムの導入

空調1次ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御が、空調1次ポンプ総電動
機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入

蓄熱容量[m3]

熱交換器の断熱

蒸気ボイラーのエコノマイザーの導入

プレミアム効率（IE3）モータ

空調2次ポンプの末端差圧制御等が、空調2次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度
の割合で導入されているか。

蓄熱槽の2次側で実揚程10m以上の水搬送経路が密閉化されているか、又は地域冷暖
房の受入がブリードイン方式の場合、揚程500kPa以上のブースターポンプが設置されて
いないか。

冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御が、冷却塔ファン総電動機出力に対して、どの
程度の割合で導入されているか。

熱源の台数制御の導入

空調1次ポンプ変流量制御の導入

形式

散水ポンププレミアム効率（IE3）モータ

蒸気弁及びフランジ部が、どの程度断熱されているか。

水搬送経路の密閉化

取組状況の程度

中温冷水利用システムの導入

配管摩擦低減剤（DR剤）の導入

統合熱源制御システムの導入

高効率熱源機器が、全ての熱源機器（地域冷暖房受入を含む。）に対して、どの程度導
入されているか。

熱源機種

大温度差送水システムの導入

空調2次ポンプ変流量制御の導入

高効率熱源機器の導入

複数の建物間で相互に熱を融通し、地区全体のエネルギー消費量を削減するエネル
ギーの面的利用が導入されているか。

空調2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプが、空調2次ポンプ総電動機出力に対
して、どの程度の割合で導入されているか。

中温冷水利用システムが、主たる熱源システムの一部に導入されているか。

空調2次ポンプの送水圧力設定制御が、空調2次ポンプ総電動機出力に対して、どの程
度の割合で導入されているか。

水和物スラリ搬送システム、氷水搬送システム等の潜熱利用搬送システムが導入されて
いるか。

有効に機能するフリークーリングシステムが導入されているか。

評価内容

高効率（IE2）モータ

評価項目

散水ポンプ高効率（IE2）モータ

熱交換器の断熱が、熱交換器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

空調2次ポンプの台数制御及びインバータによる変流量制御が、空調2次ポンプ総電動
機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

高効率空調用ポンプが、空調用ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入さ
れているか。

熱源機器、冷却塔及びポンプ等をシステムとして最も高効率に制御する統合熱源制御シ
ステムが導入されているか。

冷却塔ファンのインバータ制御が、冷却塔ファン総電動機出力に対して、どの程度の割
合で導入されているか。

コージェネ機種

永久磁石(IPM)モータ

熱媒が水の場合、熱搬送設備の設計送水温度差がどの程度か。

散水ポンプ永久磁石(IPM)モータ

高効率コージェネレーションが、全てのコージェネレーションに対して、どの程度導入され
ているか。

高効率冷却塔が、冷却塔ファン総電動機出力又は散水ポンプ総電動機出力に対して、ど
の程度の割合で導入されているか。

年間蓄熱量[GJ/年]

熱源機器出口設定温度の遠方制御が導入されているか。

冷却水ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御が、冷却水ポンプ総電動機
出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

年間平均発電効率

導入時にエコノマイザーが未設置であった蒸気ボイラーの全てに、追加的なエコノマイ
ザーが導入されているか。

熱源の台数制御が導入されているか。

ファン高効率（IE2）モータ

 年間平均総合効率年間平均排熱利用率

ファン永久磁石(IPM)モータ

高効率空調用ポンプの導入

モータ直結形ファン

省エネ形

ファンプレミアム効率（IE3）モータ
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b. 空調・換気設備
No. 評価点

3b.1

3b.2

3b.3

3b.4

3b.5

3b.6

3b.7

3b.8

3b.9

3b.10

3b.11

3b.12

3b.13

3b.14

3b.15

3b.16

3b.17

3b.18

3b.19

3b.20

3b.21

3b.22

3b.23

3b.24

3b.25

3b.26

3b.27

3b.28

3b.29

3b.30

3b.31

3b.32

3b.33

3b.34

3b.35

3b.36

（日本工業規格Ａ列４番）

取組状況の程度

全熱交換器が、空調用総外気導入量（厨房用を除く。）に対して、どの程度の割合で導入
されているか。

永久磁石(IPM)モータ

電気室の温度制御が、全電気室数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

エレベーター機械室の温度制御が、全エレベーター機械室数に対して、どの程度の割合
で導入されているか。

主たる居室に対する空調温度制御の不感帯（ゼロエナジーバンド制御等）が、設定値に
対してどの程度に設定されているか。

高効率（IE2）モータ

大空間の居住域空調又は局所空調システムが、大空間の総床面積に対して、どの程度
の割合で導入されているか。

情報通信施設の電算室で、冷気と暖気が混合しないようなルーム設備又はラック設備
が、全ラック台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

設置方法

高効率ファンが、ファン（空調機内に設置されているものを除く。）総電動機出力に対し
て、どの程度の割合で導入されているか。

屋外機の散水システム

屋外機のショートサーキット無し

評価内容

冷媒配管の長さ（片道）

プレミアム効率（IE3）モータ

冷暖房平均COP

高効率（IE2）モータ

高効率パッケージ形空調機が、パッケージ形空調機総冷却能力に対して、どの程度の割
合で導入されているか。

モータ直結形ファン

通年エネルギー消費効率 APF高効率
機器

高効率冷媒（R410A）

高効率パッケージ形空調機の導入

評価項目

高効率厨房換気システム（置換換気、給排気形フード又はガス消費量連動制御）が、全
厨房箇所数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

厨房外調機の換気モード切換制御が、厨房総外気導入量に対して、どの程度の割合で
導入されているか。

一般的に除湿システムが導入されている美術館及び博物館の展示室、100㎡以上の宴
会場、劇場の客席等の居室に、冷却除湿再熱方式以外の除湿システムが導入されてい

厨房外調機・ファンの風量モード切換制御が、厨房総外気導入量に対して、どの程度の
割合で導入されているか。

情報通信施設の電算室で、高発熱領域に対する局所冷房設備が、全ラック台数に対し
て、どの程度の割合で導入されているか。

熱源機械室等の燃焼空気が必要な室の全てに、ファンの燃焼機器等連動停止制御が導
入されているか。

置換換気システムが導入されているか。

潜熱・顕熱分離方式省エネ空調システムが、主たる居室の床面積に対して、どの程度の
割合で導入されているか。

デシカント空調システムが、空調用総外気導入量（厨房用を除く。）に対して、どの程度の
割合で導入されているか。

低温送風による大温度差送風空調システムが、空調機ファン総電動機出力（外調機、エ
レベーター機械室及び電気室を除く。）に対して、どの程度の割合で導入されているか。

ファンコイルユニットの比例制御が、ファンコイルユニット総冷却能力に対して、どの程度
の割合で導入されているか。

空調機の気化式加湿器が、空調用総外気導入量（厨房用を除く。）に対して、どの程度の
割合で導入されているか。

CO2濃度による外気量制御が、空調用総外気導入量（厨房用を除く。）に対して、どの程
度の割合で導入されているか。

空調機の間欠運転制御が、空調機ファン総電動機出力（外調機、エレベーター機械室及
び電気室を除く。）に対して、どの程度の割合で導入されているか。

人感センサーによる換気制御が、主たる便所及び湯沸室に対して、どの程度導入されて
いるか。

主たる事務室に気流感創出ファン等、又は大空間にサーキュレーションファンが導入され
ているか。

ファンの手動調整用インバータが、ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導
入されているか。

熱源機械室ファンの燃焼機器等連動停止制御の
導入

空調機の気化式加湿器の導入

外気冷房システムが、主たる居室の床面積（冬季及び中間期に冷房が無い室を除く。）
に対して、どの程度の割合で導入されているか。

大温度差送風空調システムの導入

空調のセキュリティー連動制御が、主たる事務室、廊下、便所及び宿泊施設の客室の床
面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。

VAV、CAV等による非使用室の空調発停制御が、空調時間帯が異なる複数の室が同一
空調系統になっている部分の総床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。

駐車場ファンのCO又はCO2濃度による発停制御、台数制御又はインバータ制御が、自
走式駐車場ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

ファンコイルユニットの比例制御の導入

外気冷房システムの導入

ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入が、空調用総外気導入量（24時間空調部分
を除く。）に対して、どの程度の割合で導入されているか。

プレミアム効率（IE3）モータ

大空間の居住域空調又は局所空調システムの導
入

エレベーター機械室の温度制御の導入

永久磁石(IPM)モータ

室内温度又は還気温度で空調機ファンのインバータを制御する変風量システムが、空調
機ファン総電動機出力（外調機、エレベーター機械室及び電気室を除く。）に対して、どの
程度の割合で導入されているか。

モータ直結形ファン

ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入

ハイブリッド空調システム（自然換気と空調機器による併用）が、主たる居室の床面積に
対して、どの程度の割合で導入されているか。

床吹出空調システムが、主たる事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されて
いるか。

放射冷暖房空調システムが、主たる居室の床面積に対して、どの程度の割合で導入され
ているか。

空調のセキュリティー連動制御の導入

空調温度制御の不感帯の設定

電算室の冷気と暖気が混合しない設備の導入

冷却除湿再熱方式以外の除湿システムの導入

床吹出空調システムの導入

全熱交換器の導入

非使用室の空調発停制御の導入

空調機の変風量システムの導入

電気室の温度制御の導入

CO2濃度による外気量制御の導入

空調の最適起動制御の導入

駐車場ファンのCO又はCO2濃度制御の導入

厨房外調機・ファンの風量モード切換制御の導入

ファンの手動調整用インバータの導入

人感センサーによる換気制御の導入

気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導
入

厨房外調機の換気モード切換制御の導入

電算室の局所冷房設備の導入

高効率ファンの導入

高効率空調機の導入

置換換気システムの導入

デシカント空調システムの導入

潜熱・顕熱分離方式省エネ空調システムの導入

放射冷暖房空調システムの導入

ハイブリッド空調システムの導入

空調の最適起動制御が、全空調機台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

高効率空調機が、空調機ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されてい
るか。

インバータ制御機器

空調機の間欠運転制御の導入

プラグファン

高効率厨房換気システムの導入

楕円管熱交換器
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c. 照明・電気設備
No. 評価点

3c.1

共通 エントランスホール

廊下

便所

倉庫

駐車場

事務室

会議室

電算室

商業施設 物販店舗

飲食店舗客席

飲食店舗厨房

店舗通路

宿泊施設 ホテルロビー

客室

客室廊下

宴会場

教育施設 教室

大教室

研究室

体育館

医療施設 病室

診察室

文化施設 会議場

ロビー・ホワイエ

楽屋

物流施設 物流倉庫

その他 屋内競技場

屋外競技場

屋外

3c.2

3c.3

3c.4

3c.5

3c.6

3c.7

3c.8

3c.9

3c.10

3c.11

3c.12

3c.13

3c.14

3c.15

3c.16

3c.17

3c.18

（日本工業規格Ａ列４番）

主たる湯沸室

主たるランプ種類

高効率照明器具が、主たる室の全ての照明器具に対して、どの程度導入されているか。

床面積
[㎡]

照明の人感センサーによる在室・在席検知制御が、主たる廊下、階段室、便所又は湯沸
室の床面積に対して、どの程度導入されているか。

主たる室
用途の床
面積比率

主たる室用途用途
消費電力
[W/㎡]

照明の初期照度補正制御が、主たる事務室・教室の床面積に対して、どの程度の割合
で導入されているか。

照明の点滅区分の細分化と、主たる廊下、エントランスホール、駐車場等の間引きによる
ゾーニング制御がどの程度導入されているか。

超高効率変圧器

高効率変圧器が、600Vを超え7,000V以下の総変圧器容量に対して、どの程度の割合で
導入されているか。

主たる廊下

照明のタイムスケジュール制御が、主たる居室、廊下等の共用部に対して、どの程度導
入されているか。

評価内容

主たる階段室

200V仕様のある動力設備又は主たる情報通信機器に対して、400V配電方式又は直流
配電方式が導入されているか。

照明の明るさ感知による自動点滅制御が、窓のある主たるエントランスホール、廊下、便
所等に導入されているか。

照明のセキュリティー連動制御が、主たる事務室、廊下、便所及び宿泊施設の客室の床
面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。

誘導灯の消灯制御が導入されているか。

照明器具ごとのスイッチ等による照明の局所制御が、主たる事務室、廊下、便所又は湯
沸室に対して、どの程度導入されているか。

取組状況の程度

高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入

高効率変圧器の導入

照明の初期照度補正制御の導入

照明のゾーニング制御の導入

照明の人感センサーによる在室検知制御の導入

タスク＆アンビエント照明システムの導入

力率改善制御システムが導入されているか。

情報通信施設のUPSで、変換効率90%以上の高効率UPSが、UPS総容量に対して、どの
程度の割合で導入されているか。

力率改善制御システムの導入

照明の昼光利用照明制御の導入

主たる便所

デマンド制御システムが導入されているか。

タスク＆アンビエント照明システムが、主たる事務室の床面積に対して、どの程度の割合
で導入されているか。

高効率給電設備の導入

照明のタイムスケジュール制御の導入

デマンド制御システムの導入

高効率UPSの導入

照明の局所制御の導入

評価項目

高効率照明器具の導入

照明のセキュリティー連動制御の導入

事務室のセンサーによる照明制御単位の細分化

誘導灯の消灯制御の導入

照明の明るさ感知による自動点滅制御の導入

トップランナー変圧器

高輝度型誘導灯又は蓄光型誘導灯が、誘導灯総器具数に対して、どの程度の割合で導
入されているか。

照明の昼光利用照明制御が、主たる事務室及び教室の床面積に対して、どの程度の割
合で導入されているか。

トップランナー変圧器2014

主たる事務室のセンサーによる照明制御単位が、概ね15㎡以下に細分化されているか、
又は人感センサーによる照明制御が、主たる事務室に導入されているか。
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d. 給排水・給湯設備 ※ 熱供給施設は評価対象外とする。

No. 評価点
3d.1

3d.2

3d.3

3d.4

3d.5

3d.6

3d.7

3d.8

3d.9

3d.10

3d.11

e. 昇降機設備 ※ 熱供給施設は評価対象外とする

No. 評価点
3e.1

3e.2

3e.3

3e.4

3e.5

f. その他
No. 評価点
3f.1

3f.2

3f.3

3f.4

3f.5

3f.6

高効率クリーンルームの床面積 ㎡

3f.7

3f.8

3f.9

（日本工業規格Ａ列４番）

高効率（IE2）モータ

潜熱回収給湯器が、ガス給湯器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

取組状況の程度

定格COP3.0以上の高効率給湯ヒートポンプユニット（中央給湯方式の熱源機器に限
る。）が、中央給湯方式の総給湯加熱能力に対して、どの程度の割合で導入されている
自然冷媒ヒートポンプ給湯器が、貯湯容量300ℓ以上の電気給湯器全台数に対して、どの
程度の割合で導入されているか。

評価内容

高効率給水ポンプが、加圧給水ポンプユニット総電動機出力又は給水ポンプ総電動機
出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

主たる便所の洗面器及び湯沸室の雑湯用に、局所給湯システムが導入されているか。

取組状況の程度評価内容

取組状況の程度

永久磁石(IPM)モータ

高効率（IE2）モータ

永久磁石(IPM)モータ

給水方式に水道本管圧力利用システムが導入されているか。

プレミアム効率（IE3）モータ

大便器の節水器具（10ℓ/回以下）又は超節水器具（6ℓ/回以下）が、主たる便所の大便器
数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

推定末端圧一定ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ

女子便所に擬音装置が、主たる女子便所の大便器数に対して、どの程度の割合で導入
されているか。

ブロワ又はその他設備に係るポンプにインバータ制御が導入されているか。

高効率（IE2）モータ

インバータ制御

着霜制御（デフロスト）

ドラフトチャンバーのフード開口面積又は人検知センサーによる換気量可変制御システ
ムが、全ドラフトチャンバー台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。

ローカルリターン方式

増風量制御方式

送風機インバータ制御

装置冷却水の排熱利用

高効率ブロワ、その他設備に係る高効率ポンプが導入されているか。

プレミアム効率（IE3）モータ

圧縮機・モータ直結構造

高効率クリーンルームが導入されているか。

エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式（VVVF制御方式）が、エレベーター総電動
機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

搬入口近接ｾﾝｻｰによる扉の自動開閉化

省エネ型便座又は洗浄便座の夜間電源停止等のスケジュール制御が、主たる便所の洗
浄便座数に対して、どの程度の割合で導入されているか。
洗面器の自動水栓が、主たる便所の洗面器数に対して、どの程度の割合で導入されて
いるか。

エレベーターの電力回生制御が、エレベーター総電動機出力に対して、どの程度の割合
で導入されているか。

エレベーターの電力回生制御の導入

水道本管圧力利用システムの導入

高効率給水ポンプの導入

エレベーターの群管理制御の導入

省エネ型自動販売機又は自動販売機のスケ
ジュール制御の導入

評価項目

省エネ型便座又は洗浄便座のスケジュール制御
の導入

評価項目

エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の
導入

大便器の節水器具の導入

女子便所への擬音装置の導入

洗面器の自動水栓の導入

高効率給湯ヒートポンプユニットの導入

便所洗面・湯沸室への局所給湯システムの導入

潜熱回収給湯器の導入

評価項目

自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入

排水再利用システム等の導入

エスカレーターの自動運転方式又は微速運転方
式の導入

圧縮機入口ガス管の断熱化

省エネ型自動販売機又は自動販売機のスケジュール制御が、自動販売機全台数に対し
て、どの程度の割合で導入されているか。

冷凍庫壁面の高断熱化

エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御が、全エレベーター台数に対
して、どの程度の割合で導入されているか。

高効率冷凍・冷蔵設備の導入

グリーン購入法適合商品のオフィス機器の導入

エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時
停止制御の導入

冷却器用ファンの台数制御

送風機台数制御

高効率エアコンプレッサーの導入

高効率厨房機器の導入

高効率クリーンルームの導入

ブロワ・その他設備に係るポンプのインバータ制
御の導入

ドラフトチャンバーの換気量可変制御システムの
導入

省エネ型FFU

厨房換気量を低減するために、電化厨房又は集中排気型ガス厨房が、床面積100㎡以
上の厨房に導入されているか。

高効率ブロワ・その他設備に係る高効率ポンプの
導入

２段圧縮方式

複数台圧縮機制御

インバータ制御冷却ファン

プレミアム効率（IE3）モータ

高効率冷凍・冷蔵設備が、冷凍・冷蔵設備の圧縮機総電動機出力に対して、どの程度の
割合で導入されているか。

圧縮機インバータ制御

雨水利用システム、空調ドレン利用システム、中水利用システム等の排水再利用システ
ム、又は再生水、工業用水、湧水等の雑用水利用システムが導入されているか。

エスカレーターの自動運転方式又は微速運転方式が、エスカレーター総電動機出力に対
して、どの程度の割合で導入されているか。

高効率エアコンプレッサーが導入されているか。

前室の導入

エレベーターの群管理制御が、複数台設置してある箇所のエレベーター総電動機出力に
対して、どの程度の割合で導入されているか。

グリーン購入法適合商品のオフィス機器が、オフィス機器全台数に対して、どの程度の割
合で導入されているか。

評価内容

永久磁石(IPM)モータ
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Ⅲ．事業所及び設備の運用に関する事項
1. 運用管理
a. 熱源・熱搬送設備
No. 評価点

1a.1

1a.2

1a.3

1a.4

1a.5

1a.6

1a.7

1a.8

1a.9

1a.10

1a.11

1a.12

1a.13

1a.14

1a.15

1a.16

b. 空調・換気設備
No. 評価点

1b.1

1b.2

1b.3

1b.4

1b.5

1b.6

1b.7

1b.8

1b.9

1b.10

1b.11

1b.12

1b.13

1b.14

1b.15

1b.16

1b.17

1b.18

（日本工業規格Ａ列４番）

冷温水管、蒸気管等の保温材の脱落が無いかを確認し適切に措置されているか。

取組状況の程度

部分負荷時の熱負荷に応じた熱源機器運転の適正化が、熱源群全系統数に対して、ど
の程度の割合で実施されているか。

冬季のペリメータ設定温度をインテリアより低くする運用が、主たる事務室の床面積に対
して、どの程度の割合で実施されているか。

主たる室用途

主たるエントランスホール

主たる廊下

空調運転時間の短縮が、主たるエントランスホール、廊下、便所、体育館・武道場等又は
主たる室用途の床面積に対して、どの程度実施されているか、又は主たる事務室の平均
年間空調運転時間が、どの程度で運用されているか。

体育館・武道場等

熱供給施設の場合、熱のエネルギー効率の実績はどの程度か。

取組状況の程度

パッケージ形空調機の冷媒蒸発温度設定値の調整が実施されているか。

エレベーター機械室及び電気室のファンの夏季停止が、空調機併用システムの全エレ
ベーター機械室数及び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されているか。

主たるエントランスホール、廊下等の居室以外の室内温度が、居室に対して、夏季は高
め、冬季は低め、又は夏季27℃以上、冬季20℃以下に設定されているか。

エレベーター機械室及び電気室の空調機又はパッケージ形空調機の給気設定温度又は
還気設定温度の適正化が、室内温度とは別に給気温度又は還気温度の設定が可能な
全エレベーター機械室数及び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されている
か。

情報通信施設の電算室で、発熱量に合わせた空調機運転の適正化が、全電算室数に
対して、どの程度の割合で実施されているか。

過大な隙間風の侵入が無いように、建物全体の給排気バランスが調整されているか。

ミキシングロスの発生を抑えるために、冬季に暖房から冷房に切り換わる室は、起動時
の室内温度が低めに設定されているか。

熱源機器の効率向上のために、冷温水出口温度設定値が調整されているか。

全ての蒸気ボイラーの設定圧力が二次側機器の必要圧力に対して適正に調整されてい
るか。

熱のエネルギー効率の実績

燃焼機器の空気比の管理

蓄熱槽の管理

部分負荷時の空調用ポンプ運転の適正化

評価項目

熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整

蒸気ボイラーの設定圧力の適正化

室使用開始時の空調起動時間の適正化

評価項目

蒸気ボイラーの給水水質・ブロー量の管理

熱源不要期間の熱源機器等停止

空調開始時の熱源起動時間の適正化

コージェネレーションの排熱が有効に利用できるように、発電及び排熱利用の状況が適
正に管理されているか。

インバータ制御系統の空調用ポンプ回りの全てのバルブが全開になるように調整されて
いるか。
熱源機器及び空調用ポンプで、熱源不要期間の電源供給停止、又は夜間の運転停止が
実施されているか。

全ての蒸気ボイラーの給水水質及びブロー量が、ブロー率10%以下に管理されている
か

コージェネレーションの運転の適正化

冷凍機の冷却水温度設定値の調整

インバータ制御系統のバルブの開度調整

部分負荷時の熱負荷に応じた空調用ポンプ運転の適正化が、空調2次ポンプ群及び冷
却水ポンプ群全系統数に対して、どの程度の割合で実施されているか。

全ての冷凍機の冷却水温度設定値が、冷凍機の冷却水下限温度を目標に調整されてい
るか。

熱源機器及び空調2次ポンプの起動時間が、空調開始時間に合わせて季節ごとに適正
に管理されているか。

主たる事務室

居室以外の室内温度の緩和

クールビズ・ウォームビズの実施

ファンの間欠運転の実施

冷温水管、蒸気管等の保温の確認

空調運転時間の短縮

ミキシングロス防止のためのバルブ開度の確認

ダンパが絞られている系統のファンのプーリーダウンが実施されているか。

パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施

エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の
適正化

蓄熱槽の温度分布、蓄放熱時の温度プロフィール等が適正に管理されているか。

CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整

クールビズ（夏季27℃以上）及びウォームビズ（冬季20℃以下）による空調設定温度の緩
和が、主たる事務室、教室及び研究室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されて
いるか。

エレベーター機械室及び電気室（ＵＰＳ・蓄電池専用室を除く。）の室内設定温度の適正
化が、全エレベーター機械室数及び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されて
いるか。

地下駐車場のスロープ等からの自然給気により、駐車場給気ファンが停止されているか。

評価内容

居室の実際の室内温度の適正化（夏季26℃以上）が、主たる居室の床面積に対して、ど
の程度の割合で実施されているか。

外気負荷低減、外気冷房等のために、室内CO2濃度及び外気温湿度による外気取入量
の調整が、主たる居室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。

スケジュール又は自動制御によるファンの間欠運転が、機械室（燃焼系統、臭気系統を
除く。）及び倉庫のファンに対して、どの程度実施されているか。

主たる便所

エレベーター機械室・電気室の空調機の給気・還
気設定温度の適正化

部分負荷時の熱源運転の適正化

冷却除湿再熱の停止

電算室の空調機運転の適正化

ファンのプーリーダウンの実施

冬季におけるペリメータ設定温度の適正化

冬季冷房になる室の設定温度の適正化

建物全体の給排気バランスの管理

熱源機器が空調停止時間の15分以上前に停止されているか。

地下駐車場のスロープ等からの自然給気

エレベーター機械室・電気室のファンの夏季停止

評価内容

ミキシングロス防止のために、冷温水切換用のバルブ閉止が確認されているか。

居室の室内温度の適正化

空調停止時の熱源運転時間の短縮

ボイラー、直焚吸収冷温水機等の全ての燃焼機器の空気比が、どの程度に管理されて
いるか。

冷却除湿再熱システムが導入されている室で、再熱の停止が実施されているか。

室の使用開始時間に合わせた季節ごとの空調起動時間の適正化が、主たる居室の床面
積に対して、どの程度の割合で実施されているか。

-317-



第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所））その15

c. 照明・電気設備
No. 評価点

1c.1

1c.2

1c.3

1c.4

1c.5

1c.6

d. 給排水・給湯設備 ※ 熱供給施設は評価対象外とする。

No. 評価点

1d.1

1d.2

1d.3

1d.4

1d.5

1d.6

1d.7

1d.8

1d.9

e. 昇降機設備 ※ 熱供給施設は評価対象外とする。

No. 評価点

1e.1

1e.2

f. その他
No. 評価点

1f.1

1f.2

1f.3

1f.4

1f.5

1f.6

1f.7

2. 保守管理
a. 熱源・熱搬送設備
No. 評価点

2a.1

2a.2

2a.3

2a.4

2a.5

2a.6

b. 空調・換気設備
No. 評価点

2b.1

2b.2

2b.3

2b.4

2b.5

2b.6

c. 照明・電気設備
No. 評価点

2c.1

2c.2

2c.3

f. その他
No. 評価点

2f.1

2f.2

（日本工業規格Ａ列４番）

取組状況の程度

洗浄便座暖房の夏季停止が実施されているか。

取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

取組状況の程度

揚水ポンプ系統のバルブが極力抵抗とならないように調整されているか。

取組状況の程度

取組状況の程度

貯湯式電気温水器の夜間及び休日の電源停止が実施されているか。

評価内容評価項目

評価項目

事務室の照明の間引き点灯又は調光等による照度条件の緩和（概ね300lx以下）が、主
たる事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。

便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮が実施されているか。

節水のために給水・給湯の分岐バルブが使用上支障のない範囲で絞られているか。

時間外等の照明点灯エリアの集約化

給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止が実施されているか。

主たる用途が情報通信施設の場合、PUE(Power Usage Effectiveness)の実績がどの程
度か。

評価内容

充分な換気の確保等、エアコンプレッサーの吸入空気温度が高くならないように管理され
ているか。

夏季のエレベーターかご内の空調設定温度が居室より高く設定されているか。

非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止が実施されているか。

冷房時・暖房時の閉鎖など外部に面する出入口の開閉の適正な管理が、主たる動線の
全出入口数に対して、どの程度の割合で実施されているか。

照明器具の清掃及び定期的なランプ交換

評価項目

熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作
動チェック

熱源機器のメーカーによる遠隔監視

外部に面する出入口の開閉の管理

省エネファンベルトへの交換

センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作
動チェック

蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点
検

評価項目

非稼働エリアのエア供給弁の閉止

ｴｱ配管･ﾊﾞﾙﾌﾞからの漏れ点検及びｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ
吸込みﾌｨﾙﾀｰの清掃

冷凍・冷蔵庫の保温管理

照明用制御設備の作動チェック

評価項目

ランプ交換時の初期照度補正リセットの実施

夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減

評価項目

エレベーターかご内の空調設定温度の緩和

熱交換器の清掃

エアコンプレッサー吸入空気温度の管理

パッケージ形空調機のメーカーによる遠隔監視

評価内容

冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜（デフロスト）（着霜制御がある場合も除霜実施と見なす。）
が実施されているか。

エアコンプレッサーの設定圧力がエア使用端の必要圧力＋0.1MPa以下に調整されてい
るか。

冷凍機のコンデンサ及びエバポレータの清掃、燃焼機器の伝熱面の清掃及びスケール
除去、バーナーノズルの点検等の熱源機器の点検・清掃が適切な頻度で実施されてい
るか。

非稼働エリアのエア供給弁が閉止されているか。

冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材
の清掃

評価項目

熱交換器の清掃が適切な頻度で実施されているか。

パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄

夜間時間帯

事務室の室内照度の適正化（概ね500lx以下）が、主たる事務室の床面積に対して、どの
程度の割合で実施されているか。

バルブ全開時の末端圧力が過剰にならないように、給水ポンプユニットの設定圧力が調
整されているか。

空調機・ファンコイルユニット等のコイルフィンの清
浄

空調機・ファンコイルユニット等のフィルターの清
浄

冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜（デフロスト）の実施

熱源機器の点検・清掃

エアコンプレッサーの設定圧力の適正化

情報通信施設のPUEの実績

予知予防保全のために熱源機器のメーカーによる遠隔監視が実施されているか。

評価項目

非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止

衛生上可能な範囲で、貯湯温度設定の緩和が実施されているか。

季節や用途等に応じた給湯温度設定の緩和が実施されているか。

負荷がない時期、夜間等に、変圧器の遮断が実施されているか。

清掃や日常メンテナンス等の作業時に照明点灯時間延長の抑制又は照度条件の緩和
が、主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。

昼間時間帯

省エネファンベルトへの交換が、ベルト駆動ファンの全台数に対して、どの程度の割合で
実施されているか。

評価内容

予知予防保全のために、パッケージ形空調機のメーカー等による遠隔監視が実施されて
いるか。

間引き点灯又は調光等による照度条件の緩和が、主たる廊下、エントランスホール及び
駐車場の床面積に対して、どの程度実施されているか。

エア配管及びバルブからの漏れ点検及びエアコンプレッサーの吸込みフィルターの清掃
が適切に実施されているか。

冷凍・冷蔵庫の保温状況の点検及び保守が実施されているか。

評価内容

タイマー式の初期照度補正制御付きの照明器具のランプ交換時に、リセット操作が実施
されているか。

照明器具の清掃及び定期的なランプ交換が汚れの状態や用途に応じて定期的に実施さ
れているか。

照明用制御設備の作動チェックが適切な頻度で実施されているか。

評価内容

夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減が実施されているか。

熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェックが適切な頻度で実施されてい
るか。

パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄が適切な頻度で実施されているか。

センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作動チェックが適切な頻度で実施されて
いるか。

評価内容

空調機、ファンコイルユニット等のコイルフィンの清浄が適切な頻度で実施されているか。

空調機、ファンコイルユニット等のフィルターの清浄が適切な頻度で実施されているか。

蒸気配管、バルブ等からの漏れ点検及びスチームトラップの点検が適切な頻度で実施さ
れているか。

冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃が適切な頻度で実施されている
か。

清掃等の日常メンテナンス作業時の照明点灯時
間・照度条件の適正化

時間外等の照明点灯エリアを集約する工夫が行われているか。

評価内容

事務室の室内照度の適正化

居室以外の照度条件の緩和

給湯温度設定の緩和

洗浄便座暖房の夏季停止

給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止

事務室の照度条件の緩和

給水圧力の管理

給水・給湯バルブの調整

揚水ポンプのバルブの開度調整

貯湯温度設定の緩和

不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断

便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮

貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止
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